
総合事業に係る説明会 

平成30年4月から 完全実施！ 

平成30年２月23日 
 
茨木市健康福祉部 高齢者支援課 
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本日の内容 

・茨木市総合事業の実施状況 

・訪問型サービスＢの開始 

・４月からの茨木市総合事業の方向性と考え方 

  - 現行相当サービスの単価設定の変更 

     - 介護予防ケアマネジメントＣについて 

・総合事業の独自指定 

・その他   
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茨木市総合事業の実施状況 



平成28年度 介護予防ケアマネジメント届出件数 
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平成29年度 介護予防ケアマネジメント届出件数 

5 



平成28年度 訪問型サービス 実績 
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平成29年度 訪問型サービス 実績 
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平成28年度 通所型サービス 実績 
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平成29年度 通所型サービス 実績 

9 



 

・ 市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の 

  多様な主体が参画し、多様なサービスを充実すること 

 

・ 地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する 

  効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す 

 総合事業の趣旨  

総合事業の基本コンセプトは 
「地域づくり」 
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②高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくり 

③介護予防の推進 

④市町村、住民等の関係者間における意識の共有と 
 自立支援に向けたサービス等の展開 

総合事業の背景・基本的考え方 

⑤認知症施策の推進 

⑥共生社会の推進 

①多様な生活支援の充実 

厚生労働省老健局振興課「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）」より 
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財源構成 

 

国 25% 
 

都道府県  
 12.5% 
 

市町村  
 12.5% 
 

1号保険料  
 22% 
 

2号保険料  
 28% 
 

 
 

財源構成 
 

国 39% 
 

都道府県  
 19.5% 
 

市町村   
 19.5% 
 

1号保険料   
 22% 
 

介護予防給付 
 （要支援１～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 

○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 
○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、 
   総合相談支援業務、権利擁護業務、 
   ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援１～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業 
○ 地域包括支援センターの運営 

（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

○ 認知症施策の推進 

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援サービスの体制整備 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

介護予防給付（要支援１～２） 

充
実 

現行と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

介護給付 （要介護１～５） 介護給付（要介護１～５） 

＜現行＞ ＜見直し後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の構成 
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茨木市総合事業の概要 

 住み慣れた地域で、いつまでも元気で自分らしく 

 自立した生活を営むために、一人ひとりの状態に 

 合わせた事業やサービスを利用できる制度として 

 平成28年４月から、茨木市総合事業がスタート 

 しました。 

       ★茨木市の事業です。 
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茨木市としての考え方 

・要介護状態の予防と自立に向けた支援 

  ⇒ 介護予防の強化 

・地域の多様な支え合いづくりの推進 

  ⇒ 必要なサービスの創出 

 ・ 共生社会の実現 

  ⇒ 住み慣れた地域で暮らし続ける 
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茨木市の総合事業がスタートして２年！ 

茨木市は事業対象者の有効期間を２年間と設定 

している 

 → 見直しの期間として期限を設定しているため 

   再アセスメントをして必要であれば再度届出を 

 

平成30年２月から、対象者には「勧奨通知」を 

郵送しています。 
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総合事業 

 

介護予防・生活支援
サービス事業 

一般介護予防事業 

訪問型サービス 
（第１号訪問事業） 

通所型サービス 
（第１号通所事業） 

その他の生活支援サービス 
（第１号生活支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 
（第１号介護予防支援事業） 

・第１号被保険者の全ての者 
・その支援のための活動に関
わる者 

（従来の要支援者） 

・要支援認定を受け    
た者（要支援者） 

・基本チェックリスト
該当者（介護予防・
生活支援サービス
対象事業者） 

・現行の 
訪問介護相当 

・多様な 
 サービス 

・現行の 
通所介護相当 

・多様な 
 サービス 

②介護予防普及啓発事業 

③地域介護予防活動支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

①介護予防把握事業 

平成29年度 茨木市の総合事業の構成 

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

①訪問介護 

③訪問型サービスB（住民主体による支援） 

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス） 

⑤訪問型サービスD（移動支援） 

①通所介護 

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③通所型サービスB（住民主体による支援） 

④通所型サービスC（短期集中予防サービス） 

①栄養改善の目的とした配食 

②住民ボランティア等が行う見守り 

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立
支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所
型サービスの一体的提供等） 

厚生労働省老健局振興課 
「介護予防・日常生活支援総合事業 
 ガイドライン（概要）」を改編 
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訪問型サービスＢについて 
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訪問型サービスＡに続き、 

平成29年12月から訪問型サービスＢを開始しました！   

   



平成29年度 茨木市総合事業 独自サービス 実績 
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平成29年６月28日 厚生労働省老健局「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正についてより 
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◎訪問型サービスの例（※典型例として整理したもの） 



訪問型サービスの例（抜粋） 

基準 多様なサービス 

サービス種別 訪問型サービスＢ （住民主体による支援） 

サービス内容 
住民ボランティア、住民主体の自主活動として行う生活支援等 
 例） ・布団干し、階段の掃除 
     ・買い物代行や調理、ゴミだし、電球の交換、代筆等 

 対象となる 
 ケースと 
 サービス提供の 
 考え方 

状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の
利用を促進 
※サービス内容は柔軟に提供可能としつつ、ケアマネジメントにより、 
  利用者の自立支援に資するサービスを提供 

ケアマネジメント ケアプランを作成、モニタリングを実施 
23 
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訪問型サービスＢ 
（住民主体による支援） 

ケア倶楽部に掲載中 



各訪問型サービスの違い① 

現行相当サービス 訪問型サービスＡ 訪問型サービスＢ 

サービス対象者 
医学的管理が 
必要な方 

疾患はあっても医学的管
理が不要（心身の状態が
安定している）で、身体
介護を必要としない方 

 訪問型サービスＡと 
 同様の方で家族等の 
 支援が受けられない 
 独居高齢者や高齢者 
 世帯 

利用料 
月額包括報酬 
（要介護状態に 
 より異なる） 

回数払い 220円/回 
45分程度 

(１～2回/週、月８回まで) 

回数払い 150円/回 
30分未満 

（月10 回まで） 
★ ほかの訪問型サービスと併用
する場合はその回数を差し引く 

サービス提供者 

介護保険事業者 
 

※ ヘルパーの 
資格あり 

いきいき 
支えあいセンター 

 
※ 茨木市が実施する養

成研修を 
   受講した方 

NPO法人ナルク 
 

※ ボランティア団体 
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各訪問型サービスの違い② 

サービス内容 現行相当サービス 訪問型サービスＡ 訪問型サービスＢ 

介護保険に 
準じるサービス 

<身体介護> 

 入浴の介助・見守り 

 更衣の介助 

 買い物の同行 など 

＜身体介護＞なし 

<生活援助１> 

 掃除や整理整頓、生活必需品の買い物、衣類の洗濯や補修、 

 食事の下ごしらえや調理、薬の受けとり など 

介護保険外の 

サービス 
（基本的な考え方は
介護保険に準じる） 

＜生活援助２＞なし 

<生活援助２> 

 電球の交換、 

 話し相手など 

 日常的な家事の 

 範囲を超える 

 ものも可能 
※プランに位置づける 26 



訪問型サービスＢを利用する場合の注意点① 

27 

・同居家族の有無や、共用部分への支援等については 

 介護保険に準じるため、介護保険外のサービスを希望する 

 すべての利用者が受けられるわけではありません。 

  

・日常的に行われる家事の範囲を超えるものですが、 

 利用者の自立した生活に必要な援助としてケアプランに 

 明確に位置づけられる支援を対象とします。 

   



訪問型サービスＢを利用する場合の注意点② 

28 

・現行相当の訪問型サービスと同様に 

 「介護予防ケアマネジメントＡ」のプランが必要です。 

 また、サービス担当者会議やモニタリング、評価も必須 

 となります。    

 

 → 訪問型サービスＢの利用を検討される場合は、 

   事前に高齢者支援課または地域包括支援センターに 

   必ずご相談ください。 



各通所型サービスの違い 

現行相当サービス 通所型サービスＢ（コミュニティデイハウス） 

サービス
対象者 

医学的管理が必要で 
生活に支障を来す程度 
の機能低下があり、 

専門的な支援が必要な方 

医学的管理が不要で 
生活に支障を来さない程度 

の機能低下があり、 
専門的な支援が不要な方 

認定を受けていない 
元気な高齢者 

サービス 
内容 

生活機能の維持向上のた
めの体操や筋力トレーニ
ング、健康管理、食事、

入浴、送迎など 

必ず提供 
 食事、健康管理・機能訓練 
必要に応じて 
 趣味活動・創作活動、 
 レクリエーション、 
 送迎、入浴 

運動器機能向上、 
趣味活動・創作活動、 

食事の提供、 
健康チェック等 

利用料 月額包括報酬 
（要介護状態により異なる） 

１～５回／週 
１回の利用時間に応じた 

利用料（50円/時間程度）と 
食事・趣味活動等の実費 

それぞれで 
利用料・食事代は異なる 

サービス
提供者 

介護保険事業者 
コミュニティデイハウス 

（市内８か所） 29 



平成30年４月からの変更点 
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現行相当の 
訪問型サービス・通所型サービスについて 

月額包括単価を見直し、 

回数単価（１回あたりの単価×利用回数）を
検討します。 

 
※ ただし、加算はそのままです。 
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具体的な単価について 
 平成30年度からの報酬改定に伴う現行相当サービスの単価については、 

 国が定める額を上限として、市町村が定めることとなっています。 

 

【Ｈ29.2.9付での国からの事務連絡】 

  加算を創設するなど改正するが、市町村における検討・準備のための 

  期間を考慮し、単価改正は、平成30年10 月１日施行を予定している。 

  ただし、地域区分については、職員の人件費を直接勘案しているもので 

  あることに鑑み、平成30年４月１日施行とする予定。 

 

 まだ、具体的な単価・加算等の改正についての指示がないため、 

 国からの決定通知が届き次第、茨木市の単価を設定し、 

 ケア倶楽部・ホームページで各事業所に周知します。 
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33 厚労省ホームページより 
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平成30年４月から 

介護予防ケアマネジメントＣ を開始します！   
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平成27年６月５日付 厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント 

（第１号介護予防支援事業）の実施及び介護予防手帳の活用について」より抜粋 



36 

平成27年６月５日付 厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント 

（第１号介護予防支援事業）の実施及び介護予防手帳の活用について」より抜粋 

【重要】 

ケアマネジメントＡについては手順を守り、必ずプランの原案を作成して
からサービス担当者会議を行ってください。 

また委託の場合も手順を厳守し、プランの提出がなければ請求はできない
となっておりますので、必ず地域包括支援センターにプランの提出をお願
いします。 



介護予防ケアマネジメントＣの実施 

対 象 ： 通所型サービスＢ（コミデイ）のみを利用する 

      新規利用者 

     ※ コミデイと福祉用具利用の場合は介護予防支援となります 
 

プラン料：４,６０１円／件（初回のみの支払） 

 

実 施 ： 地域包括支援センター 

（居宅介護支援事業所への委託は不可） 

37 



介護予防ケアマネジメントＣの様式（案） 

38 

基本チェックリストと 

同様に複写の用紙で 

Ａ５サイズのため、 

はつらつパスポート
「みんなで連携編」に 

添付し、セルフマネジ
メントを行う。 
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総合事業の独自指定について 



（１）みなし指定事業者（Ａ１、Ａ５） 
 平成27年３月31日までに指定を受けている介護予防 
 サービス事業者は、全国的に総合事業実施事業者と 
 してみなされている。 
  （ただし、平成27年４月１日～平成30年３月31日の３年間のみ） 
 

（２）独自指定事業者（Ａ２、Ａ６） 
 平成27年４月１日以降に指定を受けた事業者は 
 （１）に該当しないため、総合事業実施事業者として 
 その市町村独自の指定を受ける必要がある。 

（指定されてから６年間有効） 

総合事業サービス指定事業者の種類 
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・平成30年３月31日でみなし指定はなくなる 

 

・平成30年４月１日以降も 

 引き続き総合事業を実施する事業者は、 

 各市町村から独自指定をとる必要がある 

総合事業の「みなし指定」について 

41 



（１）訪問型サービス（訪問介護相当サービス） 

   → Ａ２ 

（２）通所型サービス（通所介護相当サービス） 

   → Ａ６ 

 ※ 請求コードを間違わないようご注意を！ 
 

   ★ 訪問型サービスＡ（Ａ４）はそのままです。 

平成30年４月以降の現行相当サービスコード 

42 



総合事業は、各市町村独自で基準等を決めることから、茨木市と他市町村と
では事業内容や事業所の指定方法等が異なります。以下、注意が必要です。 

 

茨木市民以外の利用者を受け入れる場合 

◎サービス提供範囲に応じて、 

 各市町村の「独自指定」を受ける必要があります。 
  → 事業所の指定に関する窓口や方法等、各市町村により異なります。 

    早めの問合せ、検討、書類等の準備が必要です。 

◎各市町村によっては平成30年４月以降に 

 サービス内容や単価が変わる可能性があります。 
  → 総合事業は、各市町村で実施内容が異なります。 

    市外の方が利用される場合は、各々の市町村に 

    実施内容やサービスコードを必ず確認しましょう。 
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次回の説明会について 

予定日時：平成30年３月27日（火）午後 

開催場所：茨木市役所 南館10階 大会議室 

予定内容：介護報酬改定について 

     現行相当サービスの単価等について 
 

※ 詳細が決まり次第、ケア倶楽部等で通知します。 
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総合事業は、茨木市の事業です。 
【お願い】 

 ・茨木市総合事業の考え方・制度の理解を。 

 ・自立支援となるサービス利用を。 

 ・事務手続き、書類等の作成は適正に。 

 ・提出期限は厳守。 

 ・疑問や不安があったら、高齢者支援課 

  または、包括支援センターにすぐ相談を。 
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総合事業は、茨木市独自です。 

茨木市の総合事業は、みなさんと協力して  
すすめていくものです。 

ぜひ、茨木市の高齢者のみなさんとそのご家族
が安心して暮らせるように、 

「必要な人に 必要な時に 必要な制度を」 

提供できるよう、その仕組みづくりに 

ご協力ください。 
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